
平成  年  月  日 

 

久留米市建築主事殿            

 

念 書 
 

今回申請の建築物は、前面道路より有効   ｍ後退し、建築基準法第 56 条

第 2項（前面道路の境界線から後退した建築物）の前面道路に対する道路斜線

制限の特例措置を適用していますので、建築基準法令第１３０条の１２に規定

する以外の構造物等（門、塀など）を後退敷地内に築造しないことを、下記連

名にて確約いたします。 

なお、違約した際には、指示に従い私費自弁のうえ撤去いたします。 

 

記 

 

申請地（地名・地番）：久留米市 

 

 

  確 認 受 付 日        ：平成  年  月  日 

  確 認 受 付 番 号        ：  第      号 

 

 

   建 築 主      

    住所氏名                      印 

 

 

   工事監理者 

    住所氏名                      印 

 

 

   工事施工者 

    住所氏名                      印 

 


